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社会福祉法人寿光会 

指定短期入所生活介護特別養護老人ホーム諫早中央運営規程 

 

 

第１章  総    則 

（目   的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人寿光会が経営する指定短期入所生活介護特別養護老人ホーム

諫早中央（以下「施設」という。）の利用者及び施設について必要な事項を定め施設の健全な運

営を図ることを目的とする。 

 

 

第２章 施設の目的及び運営の方針等 

（施設の目的） 

第２条 施設の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援及び

要介護状態となった高齢者に対し適正な短期入所生活介護サービスを提供することを施設の目

的とする。 

 

（運営方針） 

第３条 施設は、介護保険法、老人福祉法及び関係法令に基づき、利用者一人一人の意思及び人

格を尊重し、居宅での生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、地域の中

で自律的な日常生活を営むことができるよう支援するものとする。 

 

（名称及び所在地） 

第４条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称 特別養護老人ホーム 諫早中央 

（２） 所在地 長崎県諫早市野中町６４８番地７ 

 

（入居定員） 

第５条 施設の利用定員は１０名及び特別養護老人ホーム諫早中央の空床利用とする。 

２ ユニット数及びユニットごとの利用定員は次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） ユニット数   １ユニット 

（２）  利用定員   １０名及び特別養護老人ホーム諫早中央の空床利用 

 

（通常の事業の実施地域） 

第６条 通常の送迎の実施地域は、諫早市の区域とする。 
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第３章  従業者の職種、員数及び職務内容 

（職種、員数及び職務内容） 

第７条  施設に次の従業者を置く。また、職務分掌は次のとおりとする。 

 

（１）施設長 １名 

   施設サービスの実施状況と質の把握、従業者の管理、その他の管理を一元的に行う。 

（２）事務員 1名以上 

    施設の庶務及び会計並び経理等の事務を行う。 

（３）生活相談員 １名以上 

      利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又は身元引受

人（家族等）の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。 

（４）介護職員 4名以上 

     利用者の日常生活の身体介護及び生活支援並びに相談業務を行う。 

（６）医師 １名（非常勤） 

      利用者の診療及び健康管理を行う。また、施設の保健衛生の管理指導を行う。 

（７）看護職員 1名以上 

     医師の指示を受けて利用者の健康管理を行う。また、施設の保健衛生業務を行う。 

（８）管理栄養士 １名以上 

      利用者の嗜好の把握及び食事提供の管理を行う。また、食事と栄養に関する助言を行う。 

 

（業務分担） 

第８条  従業者ごとの職務分掌及び業務分担については、施設長が別に定め、利用者に対する適

切な施設サービスの提供を確保するものとする。 

 

 

第４章利用者に提供する施設サービスの内容及び費用負担 

（施設サービス計画書） 

第９条 利用者の生活習慣、意向・好みを反映し自律支援を念頭においた施設サービス計画を作成

し、それに基づいたサービスを提供する。 

 

（介護） 

第１０条 利用者が相互に社会的関係を築き、役割を持ち自律的な日常生活を営むことができるよ

う、次のサービスを施設サービス計画書に基づき適切な知識と技術をもって行うものとする。 

（１） 入浴ケ 

（２） 排泄ケア 

（３） 機能訓練（日常生活の中でのリハビリ） 

（４） 日常生活上のお世話 

（５） 健康状態の把握 

（６） 送迎 
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（相談及び援助） 

第１１条 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は身元保

証人（家族等）の相談に応じるとともに、必要な助言とその他の援助を行うものとする。 

 

（食事の提供） 

第１２条 利用者の心身の状況及び嗜好と栄養を考慮した食事の提供ができるよう、献立、食品の

種類及び調理方法について常に工夫する。また、生活習慣を尊重し適切な時間に提供するもの

とする。 

 

（健康管理） 

第１３条  利用者の健康の状況に注意するとともに、施設サービス計画書に基づき利用者及び身

元保証人等の意向を尊重し適切な健康管理を行うものとする。 

 

（施設サービスの利用料及び費用等） 

第１４条 第７条から第１０条に規定する施設サービスに伴う利用料は、介護保険法、老人福祉

法及び関係法令に規定する利用料負担によるものとする。 

２ 前項の利用料負担による施設サービスの他、次の各号に掲げる事項については、利用者から

費用の支払いを受けることができる。 

   

（１）食事の提供に要する費用 朝食 400円 昼食 542円 夕食 503円 （日額 1,445円）  

   ただし、特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は厚生労働大臣が定める食

費の負担限度額とする。 

（２）居住に要する費用 日額 2,006円 

   ただし、特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は厚生労働大臣が定める居

住費の負担限度額とする。 

（３）厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供に要する費用。 

（４）前各号の他日常生活において必要となるものであって、利用者が負担することが適当と認

められるものに要する費用。 

３  施設は、利用者が負担すべき施設サービスの利用料及び費用を請求するにあたっては請求書

を、当該請求に基づき利用者から支払を受けた時には領収書を、それぞれ利用者に発行するも

のとする。 

４ 食費及び居住費について、次の各号に定める事由が生じた場合は利用者及び身元引受者等の

同意を得て変更することができる。 

（１）居住費の額が、近隣の類似施設の家賃及び光熱水費と比べ著しい差が生じた場合。 

（２）食費及び居住費に関する法令等に変更があった場合。 
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（施設サービス提供に関する記録） 

第１５条  施設サービスの実施状況及び利用者の解決すべき課題の把握に資するため、施設サー

ビスの提供においては次に掲げる記録を整備するものとする。 

（１）施設サービス提供に関する記録 

     イ  施設サービス計画書 

     ロ  施設サービス提供の状況及び入居者の施設での生活の経過に係る記録 

（２）前項に掲げる記録については、その完結の日から２年間備えておくものとする。 

 

第４章  施設利用にあたっての留意事項 

（禁止行為） 

第１６条  利用者は施設内で次の行為をしてはならない。 

（１）施設長が定めた場所と時間以外で喫煙又は飲酒すること。 

（２）指定された場所以外で火気を用い、又は自炊すること。 

（３）その他施設長が定めたこと。 

 

（損害賠償） 

第１７条  利用者が、故意又は過失によって施設の設備等に損害を与えた時は、その損害を弁償

させ又は原状に回復させることができる。 

 

 

第５章  その他施設の運営に関する重要事項 

（緊急時の対応） 

第１８条  利用者の病状の急変、事故等緊急事態が発生した場合には速やかに必要な措置を講じ

るとともに、身元保証人（家族等）に報告する。 

２  前項において、賠償すべき事故が発生した場合には誠意をもって対応するものとする。 

 

（苦情等への対応） 

第１９条  施設長は、施設サービスに関する利用者又は身元保証人（家族等）からの苦情に迅速

かつ適切に対応する為に苦情受付窓口を設置する。 

２ 苦情を受け付けた時には、速やかに事実関係を調査し適切に対応するものとする。対応の結

果については、利用者又は身元保証人（家族等）に報告するものとする。 

３ 施設は、苦情を申し立てた入居者に対して差別的な取扱を行ってはならない。 

 

（虐待防止） 

第２０条 施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 
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（非常災害対策） 

第２１条  施設長は、非常災害に関する具体的な計画（消防、風水害、地震等）を作成する。 

また、防火管理者を定めておくとともに、非常災害に備えるため定期的に必要な訓練を行うも

のとする。 

 

（保健衛生） 

第２２条  施設は、使用する食器類その他の備品、設備等について衛生的な管理に努めるものとする。 

２ 施設は、感染症が発生、又は蔓延しないように必要な措置を講じるものとする。また、感染症が発生

した場合でも、事業を継続できるように計画を作成する。 

 

（秘密の保持） 

第２３条  従業者は、業務上知り得た利用者又は身元引受人（家族等）の秘密を第三者に漏らし

てはならない。このことは、退職後においても保持すべき旨を誓約書の内容とする。 

 

（地域との連携） 

第２４条  施設は、その運営にあたって、地域との交流に努めるものとする。 

 

（その他） 

第２５条 この事項に定める事項の他、運営に関する事項は、社会福祉法人寿光会と施設長と

の協議に基づいて定めるものとする。 

 

附則 

 この規程は平成２６年 ８月１５日から施行する。 

  この規定は令和 ２年 ８日 １日から施行する。 

 この規程は令和 ４年 ５月 ６日から施行する。 


